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賦課方式とは（１）
（１）完全な賦課方式とは

・ 毎年の給付総額と拠出総額（掛け金、保険料など）が一致（毎年収

支均等）。

⇒ 積立金が生じない（＝バッファーが無い）

⇒ 環境（人口動態、景気・雇用など）の年々の変化に合わせて制

度変更を頻繁に行うことが前提。
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賦課方式とは（２）

（２）積立金がある賦課方式とは

・ 経済の変動（リーマンショック時の失業の増加など）で保険料収入が減っても、安

定した給付が可能（バッファー機能）。

・ 運用益が給付財源を補完。

⇒ 保険料は「徴収」され、「痛み」が生じるのに対し、運用益には痛みがない。

⇒ 民主主義のプロセスにおける、利害対立を乗り越えた合意形成が不要の財源

（運用益は、市場での双方自発的な取引の結果）。

⇒ 制度運営が、社会的、政治的に安定。
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我が国の公的年金制度の積立金の源

・ 公的年金制度が整備されたのは昭和30年代。

・ その後の高度成長期において、

① 経済成長とともに国民の所得が増加し、並行して、保険料も増加。

② 高齢者が少なく、また、長期間にわたって保険料を納付した人はさらに少ない。

③ 保険料は、年々の給付に必要な額を大きく超えるものを徴収（年金収支は黒字）。

⇒ 数十年にわたって黒字が累積し、また、運用益が加わって、今のような水準に。

―― 「積立金形成のための財政資金」が年金制度の外から投入されたのではない。
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平成16年改正までの「財政再計算」

・ ５年ごとに「財政再計算」。

―― 制度設計の初期から、いずれ、高齢化で年金給付が増加することは既知。

⇒ 長期的に持続可能な水準の高い保険料（長期的に一定）を徴収する合意の形成には至らず、低い

保険料でスタート。

⇒「5年ごとに、保険料と給付の両方を見直す（≒引き上げる）」ことを、制度化。

⇒ 毎回、政治的な大バトルに。

⇒ 国民は不安。

―― 将来の保険料の「上限」が見えない。

―― 将来の給付が、確定しない。

⇒ こうした不安を解消するために、平成16年改正。
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平成16年改正における
拠出建て・保険料固定方式への移行（１）

・ 「拠出建て」（保険料を将来にわたって固定し、それを前提

に給付を調整）にして、将来の保険料を固定する方式へ移行。

―― 少子高齢化を見越して、保険料率を平成29年にかけて

引き上げて、そこで固定。

―― 保険料の将来パスを明確化（引き上げ完了後は固定）

し、「どこまで上がるのか分らない」という不安を解消。
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平成16年改正における
拠出建て・保険料固定方式への移行（２）
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平成16年改正における
拠出建て・保険料固定方式への移行（３）

・ 保険料を固定し、その範囲で可能な水準に給付を調整するフォーミュラを法定。

―― 保険料は賃金に依存し、賃金とインフレは強く相関。すなわち、収支の両サイドがインフレと強く相関。

⇒ 給付の物価連動（実質価値を維持）が制度化されている。

―― 給付の実質価値のカットは、給付の物価連動を“less than full” にする（給付の実質価値を、年々、下げてい

く）ことで行う。

どれくらい“less”にするか（スライド調整率）は、「高齢者の余命の伸び（給付期間延長）」と「現役世代の減

少（保険料減）」のテンポで決める。

⇒ 名目給付増加率＝インフレ率－スライド調整率

⇒ 実質給付減、年金財政の持続可能性改善
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財政検証の手順（１）

１）国勢調査・人口推計や労働参加・就業行動の将来推計などをもと

に、経済の長期的（100年後まで）な姿につき、いくつものケース

を「置く」。

―― 長期的な「予測」は不可能だから試みない。

―― ケース分けは、「出生中位・死亡中位で、経済が活性化し

ていない場合」など複数の要素（例えば、人口動態と経済成

長）に着目して行うことから、ケースの数はかなり多くなる。
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財政検証の手順（２）

２）それぞれのケースにつき、そのような人口動態や経済におい

て現行の年金制度が行われた場合の給付水準等を試算（投影）。

３）これをもとに、制度改正の要否などを議論。

―― 「こういう制度変更をしたら、将来の年金財政や給

付水準はこうなる」という試算（オプション試算）を

行い、議論に付する。
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定期的（５年ごとと法定）に行う

・「5年ごと」は、人口動態などの環境変化のスピードとの比較

において、まずまず高い頻度。

・ 時間がたてば置いた想定から離れることがむしろ常態。
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退職手当共済制度の安定
に向けたインプリケーション（１）

１）PDCAサイクルの制度化・定期化は、施設経営の安定に資する。

・  制度を取り巻く環境が常に変化している以上、半ば定義によって、変化

への適合（様々な制度変更）を繰り返さねばならない。

―― 公的年金では、定期的な（５年ごと）の財政検証を法律レベルで

制度化。

―― 環境の変化とその制度への影響を早期に発見し、早めの対応を可

能にすべき。
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退職手当共済制度の安定
に向けたインプリケーション（２）

２）施設経営における財務上の不確定要素を早めに除去すべき。

・ 特に掛金の引き上げの内容や時期が不確定であると、施設経営に大きなス

トレス。

――  長期的に掛け金の引き上げが必要ならば、そのスケジュールは早め

に決めた方が、施設経営上、良いのではないか。

――  公的年金の平成16年改正では、平成29年までの保険料率引き上げス

ケジュールを確定し、実際に引き上げた。
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退職手当共済制度の安定
に向けたインプリケーション（３）

３）中長期的な課題としては、制度の収支均衡を自動的に確保す

るような調整メカニズムを構築すべき。

・  退職手当が賃金によって決まるのであれば、掛金と賃金が連

動するような仕組みは、自動的な調整メカニズムとなり得る。

――  公的年金では、保険料も給付も、賃金との連動性が高

くなるように設計されている。
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ご清聴ありがとうございました
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